
兵庫県立男女共同参画センターのグループ登録について

１ グループ登録の趣旨

男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別にかかわりなく、その個

性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会を実現するため、新しいライ

フスタイルの創造に向けて県下で活動しているグループに対し、自主活動やグループ間

の交流活動を支援します。

２ 登録の対象（以下の要件を全て満たしているグループが対象となります）

（１）男女共同参画社会の実現を目指したグループ活動を行っていること。

（２）将来も継続的にグループとして活動を行っていること。

→期間を区切った臨時的、一時的な集まりでなく、最低１年以上はグループと

して継続した活動を予定していること。

（３）県民男女が主体となって活動するグループであること。

（４）主な活動場所及び連絡先の住所が県内であること。

（５）暴力団や政治結社、特定の政党の活動のみを行う団体でないこと。

３ グループ登録していただく利点

（１）男女共同参画社会に関する打ち合わせをされるときは、交流スペースを利用でき

ます。

また、小さなお子様を同伴されるときは、保育室の予約もできます。

（２）男女共同参画社会に関する資料等を作成されるときは、印刷室を利用出来ます。

（３）登録票をグループ名簿“ＷＡ”に掲載して、県民からの問い合わせや相談に対し、

グループの活動を紹介します。

※ 交流スペースと保育室は、利用日の２カ月前の月の初日から予約ができます。

印刷室は、利用日の１か月前の月の初日から予約ができます。

４ 登録方法

別紙の登録票に記入・押印のうえ、県立男女共同参画センター企画啓発課に提出して

ください。（郵送可・ファックス不可）

また、グループの規約や活動内容の分かるチラシなどがあれば添付してください。

その他、ご不明な点がありましたら、県立男女共同参画センター企画啓発課までお問

い合わせください。
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